
　

相談支援（障害児支援）の目的

講師：未定

相談支援の基本的視点（障害児者支援の基本的視点）

講師：未定

相談支援に必要な技術

講師：未定

相談支援におけるケアマネジメントの手法とプロセス

講師：未定

チームアプローチ（多職種連携）

講師：未定

相談支援における家族支援と地域資源の活用への視点

講師：未定

講師：未定

講師：未定

1.5時間

○ ○ ○
1.5時間

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児
童福祉法における相談支援（サービス提供）の基本

○ ○ ○

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
及び児童福祉法（以下「障害者総合支援法等」）の理念・現状と
サービス提供プロセス及びその他関連する法律等に関する理解

動
画
配
信
期
間
７
月
8
日

（
金

）
～

７
月
２
２
日

（
金

）

　２．相談支援におけるケアマネジメントの手法に関する講義（3時間）

1時間

○ ○ ○

0.5時間

1.5時間

　３．障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童
　　　福祉法の概要並びにサービス提供のプロセスに関する講義（3時間）

1.5時間

　１．障害児者の地域支援と相談支援従事者（5時間）
（サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者）の役割に関する講義

2.5時間

1時間

基
礎
課
程

令和４年度相談支援従事者初任者研修カリキュラム（案）

日　程 時　　間 内　　　　　　　　　　　容
相談支援
専門員

ｻｰﾋﾞｽ
管理責
任者
(★)

児童発
達支援
管理責
任者(★)

研
修
課
程
区
分



Ａ
日
程

Ｂ
日
程

9：00～9：30 受付

9：30～17：00 相談支援の実際　　　　　　（途中　　昼食　）

（ケアマネジメント手法を用いた相談支援プロセスの具体的理解）

講師：県内相談支援専門員等

9:00～ 9:30 受付

9：30～17：10 相談支援の実際　　　　　　（途中　　昼食　）

（ケアマネジメント手法を用いた相談支援プロセスの具体的理解）

実習ガイダンス

講師：県内相談支援専門員等

9:00～ 9:30 受付

9：30～17：10

講師：県内相談支援専門員等

9:00～ 9:30 受付

9：30～17：00

講師：県内相談支援専門員等

9:00～ 9:30 受付

9：30～17：00 実践研究　　　　　　　　　（途中　　昼食　）

研修全体の振り返り

講師：県内相談支援専門員等

17：00～ 修了証書交付　（相談支援専門員課程まで受講した方）

【留意事項】

　※１　それぞれ目指す内容により、○印の付されている研修日を受講する必要があります。
　　　　受講すべき課程が分からない場合は、＜別紙1　別表＞を御確認ください。

　※２　相談支援専門員を目指す方は、７日間の研修受講のほか、募集要項５に記載されている課題に取り組み、
　　　　基幹相談支援センター又は委託相談支援事業所へOJTを受けることが修了の要件となります。

　※３　サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者を目指す方は、この他に別途開催される
　　　　「サービス管理責任研修」または「児童発達支援管理責任者研修」を修了する必要があります。

日　程

８
月
８
日

（
月

）

８
月
２
３
日

（
火

）

内　　　　　　　　　　　容

８
月
９
日

（
火

）

８
月
２
４
日

（
水

）

○

ｻｰﾋﾞｽ
管理責
任者
(★)

児童発
達支援
管理責
任者(★)

研
修
課
程
区
分

７
日
目

○

６
日
目

○

時　　間
相談支援
専門員

実践研究　　　　　　　　　（途中　　昼食　）

　（★）
サービス管理責
任者または児童
発達支援管理責
任者を目指す方
は、基礎課程の

他に、別途開催さ
れる「サービス管
理責任者研修等
基礎研修」（2日

間）を受講する必
要があります。

4
日
目

○

5
日
目

○

3
日
目

９
月
１
４
日

（
水

）

９
月
２
７
日

（
火

）

１
０
月
１
９
日

（
水

）

1
１
月
８
日

（
火

）

実践研究　　　　　　　　　（途中　　昼食　）

１
０
月
2
０
日

（
木

）

１
１
月
９
日

（
水

）

相
談
支
援
専
門
員
課
程



【日程・会場】

＜7日目＞
11月9日（水）

●群馬産業技術センター　研修室

＜５日目＞
9月27日（火）

●群馬県庁２８階　２８１AB会議室

ＯＪＴ実施（令和３年９月２８日～１
１月７日の間で１日）（2時間以上）

●基幹相談支援センターまたは委託相談支援事業所

＜6日目＞
11月8日（火）

●群馬産業技術センター　研修室

＜３日目＞
8月23日（火）

●群馬産業技術センター　研修室

＜４日目＞
8月24日（水）

●群馬産業技術センター　研修室

ＯＪＴ実施（令和４年８月２５日～９
月２６日の間で１日）（2時間以上）

●基幹相談支援センターまたは委託相談支援事業所

＜7日目＞
10月20日（木）

●群馬産業技術センター　研修室

Ｂ日程

ＯＪＴ実施（令和４年８月１０日～９
月１３日の間で１日）（2時間以上）

●基幹相談支援センターまたは委託相談支援事業所

ＯＪＴ実施（令和４年９月１５日～１
０月１８日の間で１日）（2時間以
上）

●基幹相談支援センターまたは委託相談支援事業所

＜４日目＞
8月9日（火）

●群馬県庁２９階　２９１会議室

＜５日目＞
9月14日（水）

●群馬県庁２８階　２８１AB会議室

＜6日目＞
10月19日（水）

●群馬産業技術センター　研修室

＜１・２日目＞
動画配信期間
7月8日（金）～7月22日（金）

●基礎課程については、ＮＰＯ法人日本相談支援専門員協会が作成したeラーニングを活用します。
　　テキストは中央法規が作成した「障害者相談支援従事者研修テキスト　初任編」を活用するため、受講す
る方
　　は購入する必要があります。
●受講場所やデバイスは指定しません。
　 事業所のパソコンや自宅のパソコン、個人のスマホ及びタブレット等受けやすい環境で受講可能です。

基　　礎　　課　　程

相　　談　　支　　援　　専　　門　　員　　課　　程

＜３日目＞
8月8日（月）

Ａ日程

●群馬県庁２９階　２９１会議室



【群馬県庁御案内】

＜注意事項＞

・　できるだけ乗り合わせや公共交通機関の利用をお願いします。

・　車でお越しの際は、県民駐車場をご利用ください（研修終了後に駐車券を配布いたします）。

・　駐車に時間が掛かることが予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。

・　県庁舎28・29階の会議室には、高層用エレベーターを御利用ください。



【群馬産業技術センター御案内】

＜注意事項＞

・お車でお越しの際はセンター内駐車場をご利用ください。

・駐車に時間がかかることが予想されますので、お早めにお越しください。

・最寄りのバス停
　JR前橋駅(北口)発 　永井バス　新町玉村線、下川団地線　「産業技術センター前」バス停
　JR高崎駅(東口)発 　高崎市循環バス『ぐるりん』　群馬の森線（健大先回り、系統番号９）「西横手」ま
たは
　「宿横手団地入口」バス停　徒歩20分
　JR高崎駅(東口)発 　群馬バス　日赤病院線　「東横手」バス停　徒歩5分
・最寄りのインターチェンジ
　北関東自動車道　前橋南IC　より車で５分
　なお、インターチェンジを出たあとは、まず突きあたりのＴ字路を左折して下さい。ついで、北関東自動
車道の
　下をくぐって１つ目の信号を左折して下さい。これは側道になります。このまま道なりにまっすぐお進み
下さい。
　道路の右側に群馬産業技術センターがございます。


